
災害時に自力で避難できない方の一人ひとりに合わせた
「避難方法」を決めておく「個別避難計画」の作成を進めています。

作成の対象となる方の「避難場所」、「避難経路」、「避難の支援をしてくれ
る人」、「避難の支援が必要な理由」等を記載した計画です。できあがった
計画を区役所や自主防災組織、地域の関係者で共有することで、災害が
起きたときに一人でも多くの命を救うことを目的にしています。

個別避難計画を作ろう！

問合せ 6576-9881　　6572-9512
協働まちづくり推進課（安全・安心グループ）

6576-9857　　6572-9514
保健福祉課（福祉グループ）

介護が必要な方

要介護3以上、
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

個別避難計画とは？

対象者は？ 災害発生時にひとりでは避難することが困難な方のことです。

身体障がい者手帳1,2級、
視覚障がい者など 難病患者、医療機器装着者など

どこに逃げるか

どうやって逃げるか

だれと逃げるか など

例

災害時の逃げ遅れを防ぐためにできること

万博開催2年前！
未来の暮らしを
一緒に創っていきましょう！

２０２５年

大阪・関西万博は

開催２年前を

迎えました。

日常生活に支援が必要な方 薬や医療装置が常に必要な方

▼個別避難計画
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